
◎旧契約（平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に基づく保険料）

（合計） （合計）

①の金額 ②の金額

①×1/2＋7,500円 ②×1/2＋7,500円

①×1/4＋17,500円 ②×1/4＋17,500円

◎新契約（平成２４年１月１日以降に締結した保険契約等に基づく保険料）

（合計） （合計） （合計）

⑤の金額 ⑥の金額 ⑦の金額

⑤×1/2＋6,000円 ⑥×1/2＋6,000円 ⑦×1/2＋6,000円

⑤×1/4＋14,000円 ⑥×1/4＋14,000円 ⑦×1/4＋14,000円

◎旧契約＋新契約
③＋⑧　　　　（限度額28,000円） ④＋⑨　　　（限度額28,000円） ⑩　　　　　　（限度額28,000円）

●生命保険料控除額

（合計） Ａ×1/2

（合計） Bの金額

B×1/2＋2,500円

●地震保険料控除額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

28,000円

32,001円
～56,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

56,001円～ 28,000円 28,000円

控　除　額

70,001円～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

⑤⑥⑦金額 控　除　額

～12,000円

⑧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

12,001円
～32,000円

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

新　個人年金保険料

支払った保険
料の金額

⑤ ⑥

35,000円

介護医療保険料

①②の金額

15,001円
～40,000円

支払った保険
料の金額

～15,000円

40,001円
～70,000円

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

⑫

⑦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

控　除　額

⑬

⑩⑨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

区　分

区　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

合　計

（③のみについて適用を受ける
場合は、限度額35,000円）

生命保険料
控除額

新　生命保険料

⑪

35,000円

①

旧　生命保険料

控　除　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

旧　個人年金保険料

②

控　除　額

5,001円～
15,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

控　除　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

（④のみについて適用を受ける
場合は、限度額35,000円）

保険契約の別に証明された支払保険料

⑪＋⑫＋⑬ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

（限度額70,000円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

地震保険料
控除額

（限度額25,000円）

Ｃ＋Ｄ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

Ｃ

Ｄ

地震保険料 Ａ

旧長期損害
保険料

Ｂ

50,001円～ 25,000円

15,001円～ 10,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

～50,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

～5,000円

住民税の生命保険料控除計算表

住民税の地震保険料控除計算表


